
海岸法（抄）
（操作規則）
第14条の2 海岸管理者は、その管理
する海岸保全施設のうち、操作施設
（中略）については、主務省令で定め
るところにより、操作規則を定めなけ
ればならない。
2 前項の操作規則は、津波、高潮等
の発生時における操作施設の操作に
従事する者の安全の確保が図られる
ように配慮されたものでなければなら
ない。
3～4 略

Ⅰ．はじめに
○統廃合、常時閉鎖、自動化・遠隔操作化
により操作施設を減らす不断の取り組みを
基本とし、安全かつ確実な操作・退避活動
を推進。

Ⅳ．操作・退避ルール
○現場操作員の安全を最優先。退避しなけ
ればならない時刻が来たら、閉鎖が完了し
ていなくとも退避すべきであることを明確化。

Ⅲ．操作委託契約等に基づく操作・退避
ルールの実効性確保

○管理者直営で対応できない施設（群） につ
いて契約等に基づく操作体制を確立。

Ⅱ．操作・退避ルール策定前に検討すべ
き事項

○操作施設の数を絞り込んだ上で、現場操
作員を介した操作体制を検討。

Ⅴ．操作・退避ルールの実効性確保のた
めの平時の取り組み

○平時の点検や訓練の実施により、改善点を
発見。
○社会情勢の変化も踏まえ、施設の改善を
含め操作・退避ルールを継続的に改善。

海岸法改正 H26委員会

海岸法（操作規則）、H26委員会における検討、ガイドライン見直しの関係

海岸法施行規則（抄）
（操作規則）
第5条の6 法第14条の2第1項の操作規
則には、次の各号に掲げる事項を定め
なければならない。
1 操作施設の操作の基準に関する事項
2 操作施設の操作の方法に関する事項
3 操作施設の操作の訓練に関する事項
4 操作施設の操作に従事する者の安全
の確保に関する事項
5 操作施設及び操作施設を操作するた
め必要な機械、器具等の点検その他
の維持に関する事項
6 操作施設の操作の際にとるべき措置
に関する事項
7 その他操作施設の操作に関し必要な
事項

ガイドライン見直し（V2.0→3.0）

第１章 総則

高潮時の水門・陸閘等の操作手順等につ
いて（第４回委員会資料）
○操作手順の基本的な考え方、留意点

第２章 設計・改善手順

第３章 現状把握・評価

第４章 総合的検討

第５章 設備設計

第６章 体制・運用

第７章 点検・整備

第１節 操作規則

第２節 体制表

第３節 運用マニュアル

１．１ 操作規則の整備

１．２ 操作・退避ルールの検討

１．３ 管理又は操作の委託

１．４ 操作・退避ルールの実効
性確保のための平時の取
り組み

はじめに

高潮時の対応等に関する記載の充実
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操作・退避ルールの概念図（地震・津波）
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○操作・退避ルールを実効性あるものとするために、操作・退避ルール策定後も以下のような取り組みを平時から行う
ことが重要。

○操作規則の策定時は、大まかな内容であっても可能な範囲で定め、訓練等により継続的に改善していくことが重要。

前提条件
操作規則

前
提
条
件
の
変
化
、
訓
練
等
に
伴
う
前
提
条
件
見
直
し
の
必
要
性

総合的検討

現場操作に活用

可能なリソースの

明確化

現場操作を要する

施設の明確化

操作体制の確立

↑

委託契約

操作・退避ルール

訓練、点検・整備等

施設を良好に保つための点検・整備
訓練による操作・退避ルールの改善点の発見
及び操作・退避ルールの周知

検
証

改善点の発見

変化を反映

＜操作体制、操作・退避ルール等の継続的改善サイクル（イメージ）＞

地域社会の理解

操作・退避ルールの継続的改善サイクル
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災害の特性（想定津波到達時間等）と、水門・陸閘等の閉鎖に要する時間およ
び現場操作員の避難時間とを比較し、
○限られた時間内で水門・陸閘等を閉鎖することが可能か
○現場操作員の安全は確保されているか
を評価する。

統廃合可能か（第1節）

現状把握・評価（第3章）

可能

下記の観点を考慮し、統廃合の可否を検討する。なお、代替機能の確保により
統廃合可能かどうかについても検討する。
○利用状況、交通への影響
○背後地の人口・資産、重要な施設（避難所等）を勘案した閉鎖効果
○近辺の陸閘等の存在 等

統廃合

必要に応じ、代替機能の確保（スロープ、
階段の整備等）を実施

不可能

常時閉鎖可能か（第1節）

下記の観点を考慮し、常時閉鎖の可否を検討する。な
お、日中のみ現場操作員が確保できる場合は夜間のみ
常時閉鎖を行う等の対策についても検討する。
○利用状況、交通への影響
○背後地の人口・資産、重要な施設（避難所等）を勘案
した閉鎖効果
○施設の規模 等

可能
常時閉鎖

不可能

体制・設備の改善検討（第2,3節）
体制の改善

（現場操作員を介した操作）

設備の改善
（自動化・遠隔操作化等）

閉鎖に要する時間、管理者・現場操作員への作業負荷、現場操作員の安全性等を
踏まえ設備改善を検討する。
なお、改善案の検討に当たっては、下記の観点を十分勘案すること
○整備規模 ○整備費用
○閉鎖に要する時間 ○管理者・現場操作員にかかる負担
○現場操作員の安全性

検討スタート

必要に応じ、時間帯別の常時閉
鎖や、代替機能の確保（スロープ、
階段の整備等）を実施。
また、常時閉鎖をしている旨の
掲示等を行う。
特に、水産市場等の利用を前提
とした陸閘等については、利用者
が開け閉めを行うルール作りをす
ることが望ましい。

（システムレベル１～４）

（システムレベル５～６）

水門・陸閘等の数や設備の状況、場所、周辺環境等を踏まえ、
以下の条件を満たす運用体制を整備可能か検討する。
○管理者や現場操作員の総人員が十分確保可能である
○各水門・陸閘等の設置状況に配慮した人員配置である
○指示・連絡系統や役割が明確である

総
合
的
検
討
（第
4
章
）

現場操作員の安全確保の観点
から統廃合・常時閉鎖等を検討


